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（別紙１）遵守法令等 

 

（１）労働基準法（昭和22年法律第49号）及び同法関連法規 

（２）労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）及び同法関連法規 

（３）消防法（昭和23年法律第186号）及び同法関連法規 

（４）建設業法（昭和24年法律第100号）及び同法関連法規 

（５）建築基準法（昭和25年法律第201号）及び同法関連法規 

（６）港湾法（昭和25年法律第218号）及び同法関連法規 

（７）毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）及び同法関連法規 

（８）道路法（昭和27年法律第180号）及び同法関連法規 

（９）下水道法（昭和33年法律第79号）及び同法関連法規 

（10）中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号）及び同法関連法規 

（11）道路交通法（昭和35年法律第105号）及び同法関連法規 

（12）河川法（昭和39年法律第167号）及び同法関連法規 

（13）電気事業法（昭和39年法律第170号）及び同法関連法規 

（14）騒音規制法（昭和43年法律第98号）及び同法関連法規 

（15）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）及び同法関連

法規 

（16）水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）及び同法関連法規 

（17）酸素欠乏症等防止規則（昭和47年労働省令第42号）及び同法関連法規 

（18）労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）及び同法関連法規 

（19）振動規制法（昭和51年法律第64号）及び同法関連法規 

（20）環境基本法（平成５年法律第91号）及び同法関連法規 

（21）藤沢市環境基本条例（平成８年藤沢市条例第16号）及び同法関連法規 

（22）藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例（令和４年12 

月22日条例第17号） 

（23）藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例施行規則（令和4

年12月23日規則第25号） 
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（別紙２）提出書類等 

 

１．基本協定締結後の提出資料 

（１）業務全般 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

業務着手届 １ 

・契約締結後、速やかに提出すること。 

 

統括責任者指定通知書 ２  

業務責任者指定通知書 ２  

管理技術者指定通知書 ２  

照査技術者指定通知書 ２  

全体業務計画書 ６ 

・契約締結日から業務開始日の15日前までに提

出すること。 

・緊急時の連絡責任者等を定め、緊急連絡表

（任意様式）を添付すること。 

 

安全管理措置等について ２ 

・データの保護及び秘密の保持等に関する仕様

書における様式第１号（業委託）について、

契約締結後、速やかに提出すること。 

 

テクリス登録内容確認書 

（業務実績） 
１ ・配置技術者決定後、速やかに提出すること。 

 

 

２．業務着手前または業務履行期間中の提出書類等 

（１）業務全般 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

年間業務計画書 ６ 
・毎年３月20日までに、翌年度の計画について

提出すること。 

 

月間業務計画書 ６ 
・各月20日までに、翌月の計画について提出す

ること。 

 

各業務における業務計画書 ３ 
・各業務について、毎年3月20日までに、翌年

度の計画について提出すること。 

 

週間作業実績・予定表 １ 
・各業務ごとに、毎週木曜日までに提出するこ

と。 

 

酸素欠乏危険作業主任者届 ２ 
・配置が必要となった場合、その都度速やかに

提出すること。 

 

打合せ記録簿 ２ 
・各業務において書面にて取り交わしが必要な

事項について、都度提出すること。 

 

打合せ議事録 ２ ・打合せの都度、提出すること。  
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提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

再委託承諾願い １ 
・統括管理業務を除く、各業務の一部を再委託

する場合に事前に提出すること。 

 

身分証明書発行申請書 １ 
・他人の土地等に立ち入り業務を行う場合、事

前に提出すること。 

 

データ借用申請書 

データ受領書兼複製申請書 

データ持出管理簿 

１ 

・資料及び物品を借用及び返却する際に、デー

タの保護及び秘密の保持等に関する仕様書に

従い提出すること。 

 

データ消去証明書 １ 

・電子データを消去する際に、データの保護及

び秘密の保持等に関する仕様書に従い提出す

ること。 

 

ストマネ実施方針に基づく

ＰＤＣＡデータ 

（Excel形式） 

１ 

・毎年３月末日までに、翌年度に実施する次の

業務の予定について、該当する対象施設に必

要な事項を入力し提出すること。 

①調査業務 

②修繕・改築選定業務 

③修繕業務 

④改築設計業務（ストマネ・耐震化） 

⑤機能耐久調査（ストマネ・耐震化） 

⑥改築工事（ストマネ・耐震化） 

 

長期休暇中連絡表 １ 

・年末年始、夏季及び大型連休等の長期休暇の

際に、休暇開始日の７日前までに提出するこ

と。 

 

改善計画書 ２ 
・委託者から改善指示を受けた場合、改善指示

を受けてから直ちに作成し提出すること。 

 

事故報告書 ２ 
・事故が発生した場合、委託者に連絡したうえ

で、直ちに作成し提出すること。 

 

届出書及び許可書等の写し １ 

・法令に基づき、官公署等に届出や申請等を行

った場合、届出書や許可書等の写しを提出す

ること。 

（例）道路使用許可書 

 

その他委託者が指示する書

類 
－ ・委託者が指示する期日までに提出すること。 
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３．業務完了（部分完了）時及び検査合格時の提出書類等 

（１）業務全般 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

業務委託完了（部分完了）

届 
１ 

・完了後速やかに提出すること。なお、完了し

た業務、数量及び金額を示した書類を添付す

ること。 

 

年間業務報告書 ６ ・毎年３月末日までに、提出すること。  

月間業務報告書 ６ ・毎月末日までに、提出すること。  

ストマネ実施方針に基づく

ＰＤＣＡデータ 
１ 

・毎年３月末日までに、当該年度に実施した次

の業務の実績について、該当する対象施設に

必要な事項を入力し提出すること。 

①調査業務 

②修繕・改築選定業務 

③修繕等業務 

④改築設計業務（ストマネ・耐震化） 

⑤機能耐久調査業務 

⑥改築工事（ストマネ・耐震化） 

● 

ウイルス検査済証明書 
媒体

毎１ 

・電子データを消去する際に、データの保護及

び秘密の保持等に関する仕様書に従い提出す

ること。 

 

成果物引渡書 １ 
・完了（部分完了）検査に合格後、提出するこ

と。 

 

請求書 １ 
・完了（部分完了）検査に合格後、提出するこ

と。 

 

 

（２）計画的業務 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

巡視・点検業務報告書 １ 

・毎年３月末日までに、当該年度実施分の報告

書を作成し提出すること。 

● 

調査業務報告書 １ ● 

清掃業務報告書 １ ● 

補正届 １ 
・検査不合格となり、成果品の補正を行った

後、提出すること。 
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（３）計画的業務（マンホールポンプ所） 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

定期点検報告書 １ 
・毎月末日までに、当該月実施分の報告書を作

成し提出すること。 
● 

 

（４）修繕等業務 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

修繕用資料作成業務報告書 １ 

・毎月末日までに、当該月実施分の報告書を作

成し提出すること。 

● 

修繕業務報告書 １ ● 

下水道用地管理業務報告書 １ 
・毎年３月末日までに、当該年度実施分の報告

書を作成し提出すること。 
● 

補正届 １ 
・検査に不合格となり、成果品の補正を行った

後、提出すること。 

 

 

（５）検査補助・普及業務 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期・記載事項等 

支払 

対象 

未水洗家屋調査対象一覧表

（机上調査後） 
１ 

・机上調査後の打合せ時に提出すること。（打

合せ実施日は協議による。） 

 

未水洗家屋調査対象箇所図

（机上調査後） 
１  

未水洗家屋調査結果報告書 １ 
・毎月10日までに前月実施分の報告書を作成し

提出すること。 
 

排水設備調査資料借用書 １ 
・排水設備新設等完成届貸出時に提出するこ

と。 
 

公共下水道自費施工調査借

用書 
１ 

・公共下水道施設工事等検査依頼書貸出時に提

出すること。 
 

排水設備調査資料返却書 １ 
・排水設備新設等完成届返却時に提出するこ

と。 
 

公共下水道自費施工調査返

却書 
１ 

・公共下水道施設工事等検査依頼書返却時に提

出すること。 
 

現地完了確認調査結果報告

書 
１ 

・調査完了後、速やかに提出すること。（ただ

し、指摘事項等の補正が完了していない場合

は、調査実施後４週間経過後に提出するこ

と。） 

 

指摘事項等報告書 １  
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提出書類名 
提出 

部数 
提出時期・記載事項等 

支払 

対象 

排水設備等調査納品書 １  

検査補助・普及業務報告書 １ 
・毎月実施分の報告書を作成し、２箇月分をと

りまとめて提出すること。 
● 

 

（６）住民対応業務 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期・記載事項等 

支払 

対象 

現地調査報告書 １ 
・毎月実施分の報告書を作成し、２箇月分をと

りまとめて提出すること。 
● 

現地調査図 １ 
・依頼から１４日以内に、データで提出するこ

と。 

 

現地写真 １ 
・現地調査図とあわせて、JPG方式でデータに

て提出すること。 

 

成果物引渡書 １ ・検査に合格した後、提出すること。  

 

（７）改築業務 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

改築業務報告書 １ 
・毎年３月末日までに、当該年度実施分の報告

書を作成し提出すること。 
● 

機能耐久調査業務報告書 １ 
・毎年３月末日までに、当該年度実施分の報告

書を作成し提出すること。 
● 

照査報告書 １ ・検査時に提出すること。 ● 

補正届 １ 
・検査に不合格となり、成果品の補正を行った

後、提出すること。 
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（８）計画策定業務 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

ストックマネジメント 

実施方針（管路施設） 

改訂業務報告書 

３ 
・令和14年３月末日までに、業務報告書を作成

し提出すること。 
● 

ストックマネジメント実施

方針説明書（管路施設） 
３ 

・令和13年12月末日までに、実施方針説明書を

作成し提出すること。 
● 

ストックマネジメント（第

三・四・五期）計画（管路

施設）策定業務報告書 

３ 
・令和12・14・19年３月末日までに、業務報告

書を作成し提出すること。 
● 

ストックマネジメント 

実施計画書 
３ 

・令和11・13・18年12月末日までに、実施計画

書を作成し提出すること。 
● 

ストックマネジメント 

実施計画概要書 
３ 

・令和11・13・18年12月末日までに、概要書を

作成し提出すること。 
● 

ストックマネジメント計画

（マンホールポンプ） 

策定業務報告書 

４ 
・令和14年3月末日までに、業務報告書を作成

し提出すること。 
● 

ストックマネジメント計画

（マンホールポンプ） 

策定概要書 

４ 
・令和14年3月末日までに、概要書を作成し提

出すること。 
● 

修繕・改築選定業務報告書 ２ 
・毎年３月末日までに、当該年度実施分の報告

書を作成し提出すること。 
● 

照査報告書 １ ・業務完了時に提出すること。 ● 

補正届 １ 
・検査に不合格となり、成果品の補正を行った

後、提出すること。 

 

 

（９）データベース作成業務 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

データベース作成業務報告

書 
１ 

・毎年３月末日までに、当該年度実施分の報告

書を作成し提出すること。 
● 

維持管理データ １ 

・本業務で実施した維持管理データを下水道台

帳システムにインポートできる帳票形式で作

成すること。 

・毎年３月末日までに、当該年度実施分のデー

タを作成し提出すること。 

● 

補正届 １ 
・検査に不合格となり、成果品の補正を行った

後、提出すること。 
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４．業務完了時（最終年度のみ）の提出書類等 

（１）業務全般 

提出書類名 
提出 

部数 
提出時期等 

支払 

対象 

業務完了報告書 ６ ・履行期限までに提出すること。  

作成したデータ一式 

（ＨＤＤ等） 
－ 

・履行期限までに提出すること。 

・受託者側で作成した業務実施上必要な各種デ

ータについて、委託者に提出すること。な

お、提出するデータについては、委託者と協

議により決定すること。 

 

業務引継書 ７ ・履行期限３箇月前までに提出すること。  

時期官民連携事業に向けた

提案書 
６ 

・次期官民連携事業に向け、委託者が検討を開

始した時点で、次期官民連携事業に向けた提

案書を提出すること。なお、提出の時期につ

いては、委託者と協議により決定する。 

 

登録内容確認書 

（業務実績） 
１ ・業務完了後、速やかに提出すること。 
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（別紙３）業務実施体制 

 

１．業務全般 

（１）受託者は、本業務履行期間内において、常に委託者より連絡を受けるこ

とが出来る体制をとらなければならない。 

（２）受託者は、藤沢市の地理に精通しているとともに、電話等で通報を受け

てから速やかに現地到達できる体制をとらなければならない。 

２．配置技術者 

（１）受託者は、契約締結後、配置技術者における指定通知書等を速やかに委

託者へ提出しなければならない。 

（２）PPP代理人は、代表企業から配置するものとし、業務契約に関して委託

者と契約について協議を行うほか、委託者から支払われた報酬を構成員へ

分配するものとする。また、統括責任者との兼務は可とする。 

（３）統括責任者は、委託者との連絡窓口となり、本業務を統括的に管理、運

営するほか、本業務に関し、受託者の業務に限り一切の権限を行使するこ

とができるものとする。 

（４）統括責任者は、統括管理業務の業務に従事する者の技術上の指導監督を

担うものとし、専任（藤沢市の他業務との兼務は可）とする。また、統括

責任者は、統括管理業務以外の業務責任者、管理技術者及び照査技術者と

の兼務は不可とする。 

（５）計画的業務、修繕等業務、検査補助・普及業務、住民対応等業務、改築

業務における改築工事（ストマネ・耐震化）、機能耐久調査業務、データ

ベース作成業務については、それぞれ業務責任者を配置するものとする。

また、各業務間における業務責任者の兼務は可とする。 

（６）改築業務における改築設計（ストマネ・耐震化）及び計画策定業務につ

いては、それぞれ管理技術者及び照査技術者を配置するものとする。 

（７）同一人が改築業務における改築設計（ストマネ・耐震化）及び計画策定

業務の管理技術者あるいは照査技術者を兼ねることはできる。また、同一

業務内で管理技術者と照査技術者を兼ねることはできない。 

（８）各業務の業務責任者及び管理技術者は、業務に従事する者の技術上の指

導監督を担うものとする。 

（９）受託者は、本業務の実施に当たり、統括責任者等の他、関係諸法令等に

基づき、本業務の実施に必要な有資格者を配置しなければならない。各業

務における配置技術者が必要とする資格は、（別紙９）配置技術者の資格

要件に示すとおり。 

（10）受託者は、管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、

現場に常駐させ、所定の業務に従事させなければならない。 

（11）受託者は、資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者を

充てるものとし、かつ、必要に応じて誘導員を配置するものとする。 

（12）受託者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい業務を行わせ、かつ、熟
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練を要する作業には、相当の経験を有する者を従事させなければならない。 

（13）受託者は、適正な業務の進捗を図るとともに、そのために必要な十分な

作業員を配置しなければならない。 
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（別紙４）準備機材 

 

機 材 名 用  途 

本管用ＴＶカメラ 

（自走式ＴＶカメラ搭載車） 
本管のＴＶカメラ調査に使用 

止水プラグ 本管のＴＶカメラ調査に使用 

取付け管用ＴＶカメラ 取付け管のＴＶカメラ調査に使用 

高圧洗浄車 管きょ内洗浄等に使用 

給水車 管きょ内洗浄等に使用 

揚泥車 管きょ、マンホール内の清掃等に使用 

強力吸引車 管きょ、マンホール内の清掃等に使用 

特殊強力吸引車 管きょ、マンホール内の清掃等に使用 

作業車両 巡視・点検業務、調査業務及び修繕業務に使用 

酸素濃度等測定器 管きょ、マンホール内等の作業に使用 

発電機・送風機・昇降器具 管きょ、マンホール内等の作業に使用 

工事用水中ポンプ 管きょ、マンホール内等の作業に使用 

※上記機材の使用に必要な燃料、消耗品等の他、運営に必要となる備品等を含む。 
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（別紙５）貸与資料等 

 

１．貸与資料 

対象業務 貸与資料名 データ形式 

業務共通 下水道台帳 SHP、PDF 

業務共通 工事請負契約書（参考） PDF 

業務共通 ストマネ実施方針に基づくPDCAデータ エクセル 

業務共通 Sランク対応フロー図（参考例） PDF 

計画的業務 Sランク見本表 PDF 

計画的業務 
施設の構造等が把握できる図面（伏越し、圧送管、 

貯留管、調整池） 
PDF 

計画的業務 圧送管吐出し先一覧表 エクセル 

計画的業務 幹線管きょ一覧表 エクセル 

計画的業務 伏越し一覧表 エクセル 

計画的業務 調整池一覧表 エクセル 

計画的業務 

・修繕等業務 
路面下空洞化調査委託報告書（過去5年分） PDFほか 

計画的業務 
ストックマネジメント計画実施に伴う調査対象施設 

一覧表（SEQNO） 
エクセル 

計画的業務 
南部・東部マンホールポンプ所 下水道台帳、 

全体配置図、平断面図 
PDF 

計画的業務 南部処理区 発報機器一覧 PDF 

計画的業務 東部処理区 発報機器一覧 PDF 

修繕等業務 資料作成（参考図①～④） PDFほか 

修繕等業務 本管部分入替（参考図） PDFほか 

修繕等業務 マンホール本体修繕（参考図） PDFほか 

修繕等業務 空洞箇所の緊急対応（穴埋め）（参考図） PDFほか 

修繕等業務 下水道用地管理業務対象箇所図 一覧リスト エクセル 

修繕等業務 下水道用地管理業務対象箇所図 データ SHP 

改築設計・改築工事 

業務（耐震化） 

藤沢市下水道総合地震対策計画（第三期） 

説明書ほか 
PDF 

改築設計・改築工事 

業務（耐震化） 
藤沢市上下水道耐震化計画（第１回改訂） PDF 

計画策定業務 
藤沢市下水道ストックマネジメント実施方針 

（令和２年度） 
PDF 
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対象業務 貸与資料名 データ形式 

計画策定業務 
ストックマネジメント第二期計画策定業務 

報告書（令和６年度） 
PDFほか 

計画策定業務 
ストックマネジメント計画（管路施設） 

策定スケジュール（案） 
PDF 

計画策定業務 修繕・改築計画（令和７年度） エクセル 

データベース 

作成業務 
データベース作成用シート エクセル 

 

 

２．貸与品 

  貸与品はなし 
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（別紙６）参考図書 

 

（１）藤沢市下水道設計標準図（藤沢市道路下水道部） 

（２）藤沢市設計の手引き（藤沢市道路下水道部下水道管路課） 

（３）藤沢市道路占用規則（藤沢市道路下水道部道路管理課） 

（４）日本産業規格（JIS） 

（５）日本下水道協会規格（JSWAS） 

（６）建設工事公衆災害防止対策要綱の解説（国土交通省） 

（７）道路技術基準通達集（国土交通省） 

（８）維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイド

ライン（管路施設編）（国土交通省） 

（９）下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン（国土交

通省） 

（10）下水道土木工事必携（案）（日本下水道協会） 

（11）都市・地域整備局所管補助事業実務必携（国土交通省） 

（12）下水道管路施設の点検・調査マニュアル（案）（日本下水道協会） 

（13）下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会） 

（14）小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説（日本下水道協会） 

（15）下水道管路施設設計の手引（日本下水道協会） 

（16）下水道維持管理指針（日本下水道協会） 

（17）下水道施設維持管理積算要領－管路施設編－（日本下水道協会） 

（18）下水道の地震対策マニュアル（日本下水道協会） 

（19）下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会） 

（20）下水道施設耐震計算例―管路施設編― （日本下水道協会） 

（21）合流式下水道改善対策指針と解説（日本下水道協会） 

（22）下水道推進工法の指針と解説（日本下水道協会） 

（23）下水道マンホール安全対策の手引き（案）（日本下水道協会） 

（24）下水道施設改築・修繕マニュアル（案）（日本下水道協会） 

（25）下水道管きょ改築等の工法選定手引き（案）（日本下水道協会） 

（26）管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（日本下水道協会） 

（27）下水道管路施設ストックマネジメントの手引き（日本下水道協会） 

（28）下水道用マンホールふたの維持管理マニュアル（案）（日本下水道協会） 

（29）下水道排水設備指針と解説（日本下水道協会） 

（30）下水道工事施工管理指針と解説（日本下水道協会） 

（31）水理公式集（土木学会） 

（32）コンクリート標準示方書（土木学会） 

（33）土木工学ハンドブック（土木学会） 

（34）トンネル標準示方書（共通編）・同解説／（シールド工法編）・同解説

（土木学会） 

（35）トンネル標準示方書（共通編）・同解説／（山岳工法編）・同解説（土



15 

 

木学会） 

（36）トンネル標準示方書（共通編）・同解説／（開削工法編）・同解説（土

木学会） 

（37）地盤工学ハンドブック（地盤工学会） 

（38）舗装標準示方書（土木学会） 

（39）道路構造令の解説と運用（日本道路協会） 

（40）アスファルト舗装工事共通仕様書解説（日本道路協会） 

（41）舗装調査・試験法便覧（日本道路協会） 

（42）舗装の構造に関する技術基準・同解説（日本道路協会） 

（43）道路土工－仮設構造物工指針（日本道路協会） 

（44）道路土工－擁壁工指針（日本道路協会） 

（45）道路土工－カルバート工指針（日本道路協会） 

（46）共同溝設計指針（日本道路協会） 

（47）道路橋示方書・同解説（日本道路協会） 

（48）改訂新版建設省河川砂防技術基準（案）同解説（日本河川協会） 

（49）水門鉄管技術基準（電力土木技術協会） 

（50）港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会） 

（51）中小都市を対象とした下水道管路施設のストックマネジメント運用に関

する手引き（日本下水道新技術機構） 

（52）下水道管路改築・修繕事業技術資料～調査から施工管理まで～（日本下

水道新技術機構） 

（53）管きょ更生工法の品質管理技術資料（日本下水道新技術機構） 

（54）管きょ更生工法（二層構造管）技術資料（日本下水道新技術機構） 

（55）下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料（日本下水道新技

術機構） 

（56）下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュ

アル（日本下水道新技術機構） 

（57）下水道管路管理マニュアル（日本下水道管路管理業協会） 

（58）下水道管路管理に関する安全衛生管理マニュアル（日本下水道管路管理

業協会） 

（59）下水道管路管理積算資料（日本下水道管路管理業協会） 

（60）管きょの修繕に関する設計・施工の手引き（案）（日本下水道管路管理

業協会） 

（61）マンホールの改築及び修繕に関する設計・施工の手引き(案)（日本下水

道管路管理業協会） 

（62）取付け管の更生工法による設計の手引き（案）（日本下水道管路管理業

協会） 

（63）下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュ

アル（下水道事業支援センター） 

（64）下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル（案）
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（管路診断コンサルタント協会） 

（65）下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携（管路診断

コンサルタント協会編集（経済調査会）） 

（66）海岸保全施設の技術上の基準・同解説（海岸保全施設技術研究会編） 

（67）その他、本業務に必要な図書等 
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（別紙７）リスク分担 

 

段
階 

リ
ス
ク
の 

種
類 

No リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 委
託
者 

受
託
者 

共
通 

入
札
・
契
約 

1 応募手続きに係るコスト  ○ 

応募に係る費用（提案書作成の人件

費，直接経費等）は、応募者が負担

する。 

2 
入札説明書、入札手続の誤り

等 
○ 

 

入札説明書の訂正、入札手続の更正

等により落札者（優先交渉権者）に

発生した追加費用は、委託者が負担

する。 

3 

委託者の責により契約を結べ

ない、又は契約手続きに時間

が掛かる 

○ 

 

契約遅延の原因が委託者にある場

合、契約の遅延により発生した追加

費用は、委託者が負担する。 

4 

落札者（優先交渉権者）の責

により契約を結べない、又は

契約手続きに時間が掛かる 

 ○ 

契約遅延の原因が落札者（優先交渉

権者）にある場合、契約の遅延によ

り発生した追加費用は、落札者（優

先交渉権者）が負担する。 

法
令
変
更 

5 

本業務に直接係る根拠法令の

変更、新たな規制立法の成立

等 

○ 

 
 本業務に係る法令変更、新規立法に

対応するための増加費用は、委託者

が負担する。 

6 

本業務のみならず、広く一般

的に適用される法令等の変更

や新規立法 

 
 

○ 

当該法令変更、新規立法の対応、業

務が中止となった場合の追加費用

は、受託者が負担する。 

許
認
可 

7 
委託者が取得すべき許認可の

遅延 
○  

委託者が取得する許認可の遅延に伴

い発生する追加費用は、委託者が負

担する。 

8 
受託者が取得すべき許認可の

遅延 
 ○ 

受託者が取得する許認可の遅延に伴

い発生する追加費用は、受託者が負

担する。 

税
制
変
更 

9 
当該業務に関する新税の成立

や税率の変更 
○   

当該業務に係る税制変更、業務が中

止になった場合に発生する追加費用

は、委託者が負担する。 

10 
法人税率の変更、受託者の利

益に課される税制度の変更 
 ○ 

税制変更により発生する増加費用

は、受託者が負担する。 

第
三
者
損
害 

11 

仕様・要求水準に従って業務

を実施しても避けることので

きない第三者損害 

○   

仕様・要求水準に従って業務を実施

しても避けることのできない第三者

への損害による追加費用は、委託者

が負担する。 

12 施設に係る契約不適合 ○  
契約日以前に起因する施設に係る契

約不適合による追加費用は、委託者

が負担する。 

13 

施設の存在そのものが近隣住

民等に損害を及ぼす施設由来

の第三者損害 

○  

施設の存在そのものに由来する第三

者への損害による追加費用は、委託

者が負担する。 
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段
階 

リ
ス
ク
の 

種
類 

No リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 委
託
者 

受
託
者 

共
通 

第
三
者
損
害 

14 
受託者の不法行為による第三

者損害 
 ○ 

受託者の業務遂行上の過失による損

害を及ぼす不法行為による追加費用

は、受託者が負担する。 

15 
受託者の事業遂行上の不備に

よる第三者損害 
 ○ 

業務遂行の不備・未達による追加費

用は、受託者が負担する。 

16 
上記以外の要因による第三者

損害 
○ ○ 

要因により、委託者又は受託者が追

加費用を負担する。 

17 
当該事業に関する住民反対・

要望等への対応 
○  

委託者が訴訟費用を負担するととも

に、これにより発生した追加費用

は、委託者が負担する。 

18 
受託者が実施する業務に関す

る住民反対、要望への対応 
 ○ 

受託者が訴訟費用を負担するととも

に、これにより発生した追加費用

は、受託者が負担する。 

環
境
保
全 

19 

受託者の行った不適切な業務

に起因する、周辺水環境の悪

化、騒音、振動又は臭気等の

環境問題 

 ○ 
受託者に起因する環境問題に関する

追加費用は、受託者が負担する。 

20 上記以外のもの   ○ 上記以外は、委託者が負担する。 

物
価
変
動 

21 物価変動による事業費の増加 ○  

藤沢市の方針により物価変動への対

応をすることで大幅な事業費の増加

が見られる場合は、委託者が負担す

る。 

22 物価変動による事業費の減少  ○ 

藤沢市の方針により物価変動への対

応をすることで大幅な事業費の減少

が見られる場合は、受託者のリスク

となる。 

予
算
等
に 

係
る
議
会 

対
応 

23 
予算等の議決が得られない場

合の支払いの遅延 
○   

業務に係る予算等の議決が得られ

ず、当該業務の変更、受託者への未

払いが発生する場合は、委託者が負

担する。 

業
務
の
中
止
・
延
期 

・
不
能
䥹
不
可
抗
力
を
除
く
䥺 

24 
契約にない委託者の責に基づ

く業務遂行中断・不能 
○  

契約にない委託者の責による業務の

中断、延期により発生する追加費用

は、委託者が負担する。 

25 
上記以外の理由による業務遂

行中断・不能 
 ○ 上記以外は、受託者が負担する。 

26 
施設の存在自体に対する住民

の反対運動等 
○  

施設の存在自体に対する住民の反対

運動や訴訟等による業務期間変更、

中断、延期及び施設の物理的破損に

よる追加費用は、委託者が負担す

る。 

27 受託者の契約不履行  ○ 

事業の中断・放棄等、また、受託者

のサービス水準の著しい低下、要求

水準等の未達及び不適合による追加

費用は、受託者が負担する。 

28 委託者の契約不履行 ○  
委託者による契約不履行による追加

費用は、委託者が負担する。 
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段
階 

リ
ス
ク
の 

種
類 

No リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 委
託
者 

委
託
者 

共
通 

契
約
解
除 

29 受託者の責による契約解除   ○ 

受託者の契約不履行、誓約事由の不

遵守等に起因する契約解除により委

託者で発生する追加費用は、受託者

が負担する。 

不
可
抗
力 

30 発注計画段階で想定しない

（想定以上の）暴風、豪雨、

高潮等の自然災害及び騒乱そ

の他の人為的事象による施設

損害、業務の変更及び中止 

○  

災害対策基本法で定める災害による

施設損害、業務の変更及び中止によ

る追加費用は、委託者が負担する。 

31  ○ 

委託者が予め指定する保険により対

応可能な範囲及び受託者の責により

被害が拡大した場合による追加費用

は、受託者が負担する。 

業
務
終
了 

手
続
き 

32 
業務終了及び業務以降手続き

に伴う諸費用及び精算手続き 
 ○  

業務終了及び業務以降手続きに伴う

諸費用、受託者の精算手続きは、受

託者が負担する。 

業
務
終
了 

後
の
契
約 

不
適
合 

33 
業務終了から一定期間内にお

ける施設に係る契約不適合 
  ○ 

業務終了から一定期間内における施

設に係る契約不適合は、受託者が負

担する。 

国
交
付
金 

34 

国交付金が得られなかったこ

とにより、実施要領に示した

契約金額が得られない場合 

 ○ 

当初予定していた契約金額から減額

となるとは、受託者のリスクとな

る。 

35 

国交付金が得られなかったこ

とにより、工事を実施しなか

った場合 

○  

工事の未実施を起因とした施設・管

路の不具合等の対応に伴い発生した

追加費用は、委託者が負担する。 

調
査
・
計
画
・
設
計 

点
検
・
調
査 

36 

委託者が実施した点検・調査

結果及び作成したデータ等に

不備があった場合 

○   

点検・調査結果等の不備に起因する

計画変更、設計変更及び工法変更等

の変更に伴い受託者に発生する追加

費用は、委託者が負担する。 

37 

受託者が実施した点検・調査

結果及び作成したデータ等に

不備があった場合 

 ○ 

点検・調査結果等の不備に起因する

計画変更、設計変更及び工法変更等

の変更に伴い委託者に発生する追加

費用は、受託者が負担する。 

計
画
・
設
計 

38 

委託者が実施した業務に関連

する計画及び設計に不備があ

った場合 

○  

計画・設計の不備を補正するため、

又は計画や工法・工期の変更に伴い

受託者に発生する追加費用は、委託

者が負担する。 

39 
受託者が実施した計画・設計

に不備があった場合 
 ○ 

計画・設計の不備を補正するため、

又は計画や工法・工期の変更に伴い

発生する追加費用は、受託者が負担

する。 

維
持
管
理 

維
持
管
理
費
用 

増
大 

40 

委託者の要因による仕様変更

等で、当初予定の維持管理費

用や修繕費用がオーバーする

場合 

○  維持管理費用や修繕費用の増大部分

は、委託者が負担とする。 

41 

受託者の責により、当初予定

の維持管理費用や修繕費用が

オーバーする場合 

 ○ 
維持管理費用や修繕費用の増大部分

は、受託者が負担とする。 
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段
階 

リ
ス
ク
の 

種
類 

No リスクの内容 

負担者 

リスク分担の考え方 委
託
者 

受
託
者 

維
持
管
理 

業
務
中
の
事
故 

39 

受託者の責により、下水道施

設やその他施設を破損させた

場合 

 ○ 

施設損害に関する修復費用、事業の

変更、中止に伴い、委託者に発生し

た追加費用は、受託者が負担する。 

40 

受託者の責によるものか明白

でなく、下水道施設やその他

施設を破損させた場合 

○ ○ 

施設損害に関する修復費用は、委託

者と受託者が協議により決定し負担

する。事業の変更、中止に伴い、両

者に発生した追加費用は、協議によ

り決定する。 

42 

業務中に住民に障害を負わせ

る、又は住宅等の財産を破損

させた場合 

 ○ 

障害等への補償、住宅等の財産の修

復・補償は受託者が行う。事業の変

更、中止に伴い、委託者に発生した

追加費用は、受託者が負担する。 

技
術
革
新 

43 

受託者の提案について、委託

者が必要であると認められな

い場合 

 ○ 追加費用は、受託者が負担する。 

44 
受託者の提案について、委託

者が必要であると認めた場合 
○  追加費用は、委託者が負担する。 

施
工 

工
事
遅
延 

45 

委託者の責による設計変更等

で、契約期日までに工事が完

了しない場合 

○  工事の遅延に伴い受託者に発生した

追加費用は、委託者が負担する。 

46 
受託者の責により、契約期日

までに工事が完了しない場合 
 ○ 

工事の遅延に伴い委託者に発生した

追加費用は、受託者が負担する。 

工
事
費
増
大 

47 

委託者の責による設計変更等

で、当初予定の工事費をオー

バーする場合 

○  
工事費の増大部分は、委託者が負担

とする。 

48 
受託者の責により、当初予定

の工事費をオーバーする場合 
  ○ 

工事費の増大部分は、受託者が負担

とする。 
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（別紙８）業務移行期間の実施方法 

 

業務移行期間における具体的な内容及び実施方法等は、次に示すとおりとする。

なお、業務移行期間において、受託者が実施する内容、方法等に不備又は未完成

の部分が生じた場合でも、これを以て、この契約上で受託者が負うべき責任を免

れることはできない。 

 

１．実施計画 

（１）引継ぎ方法 

業務移行期間における引継ぎは、受託者の負担により委託者及び次期受

託者に実施すること。 

（２）実施内容 

ア 受託者は履行期限３箇月前までに、業務引継ぎに係る資料等を作成し、

委託者に提出すること。 

イ 委託者と受託者は、受託者が提出した業務引継ぎに係る資料等につい

て14日以内に検討・協議し実施内容を決定すること。 

ウ 業務引継ぎに係る資料等に変更が生じた場合は、変更当事者が速やか

に委託者に提出すること。 

エ 受託者からその他必要な資料等を求められた場合は、速やかに提出す

ること。 

 

２．実施内容 

（１）対象施設の特性等の把握 

ア 備品等の利用方法 

イ 下水道台帳及び現地確認等による対象施設の位置等 

ウ 過去の異常の内容及び発生頻度並びに異常時の対応措置等 

エ 対象施設の固有な管理方法 

オ データベース等保管情報の運用方法について 

カ 業務マニュアル等による業務の実施方法・時期 

キ その他、委託者又は受託者が必要とする事項 

（２）業務実施に関する書類等の作成方法 

ア 各種計画書 

イ 各種報告書 

ウ 「週間作業実施予定表」 

エ その他、委託者又は受託者が必要とする事項 

 

３．その他 

業務移行期間の実施に当たって疑義がある場合は、委託者及び受託者は相互に

協力し合い誠意をもってこれを解決すること。 
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（別紙９）配置技術者の資格要件 

 

１．統括責任者 

統括責任者は、次に示すとおり配置しなければならない。なお、統括管理業務

以外の業務責任者との兼務は不可とする。 

 

業 務 

必
要
人
数
䥹
人
䥺 

資 格（※） 

大分類 中分類 

 

技
術
士
䥹
総
合
技
術
監
理
部
門
䥹
上
下
水
道‐

下
水
道
䥺
䥺 

 

技
術
士
䥹
上
下
水
道
部
門
䥹
下
水
道
䥺
䥺 

 

下
水
道
管
路
管
理
総
合
技
士 

 
下
水
道
管
路
管
理
主
任
技
士 

 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
清
掃
部
門
䥺 

 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
調
査
部
門
䥺 

 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
修
繕
・
改
築
部
門
䥺 

 

下
水
道
管
理
技
術
認
定
䥹
管
路
施
設
䥺 

１
級
土
木
施
工
管
理
技
士 

 

統括管理 － １ ○ ○ ○      ○ 

※ ○：丸印がついている項目のいずれかの資格が必要 
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２．業務責任者 

業務責任者は、次に示すとおり配置しなければならない。 

 

業 務 

必
要
人
数
䥹
人
䥺 

資 格（※） 

大分類 中分類 

技
術
士
䥹
総
合
技
術
監
理
部
門
䥹
下
水
道
䥺
䥺 

技
術
士
䥹
上
下
水
道
部
門
䥹
下
水
道
䥺
䥺 

下
水
道
管
路
管
理
総
合
技
士 

下
水
道
管
路
管
理
主
任
技
士 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
清
掃
部
門
䥺 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
調
査
部
門
䥺 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
修
繕
・
改
築
部
門
䥺 

下
水
道
管
理
技
術
認
定
䥹
管
路
施
設
䥺 

１
級
土
木
施
工
管
理
技
士 

２
級
土
木
施
工
管
理
技
士 

１
級
又
は
２
級
造
園
施
工
管
理
技
士 

藤
沢
市
下
水
道
条
例
第
１
７
条
に
規
定
す
る
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
資
格 

下
水
道
管
路
施
設
に
係
る
業
務
経
験
１
０
年
以
上 

 

下
水
道
法
第
２
２
条
第
２
項
で
定
め
る
有
資
格
者 

計画的 

業務 

巡視・点検 

（※1） 
１   ◎ ◎  ◎  ◎       

マンホールポン

プ点検 
１              ◎ 

調査 １   ◎ ◎  ◎  ◎       

清掃 １   ◎ ◎ ◎   ◎       

修繕等 

業務 

修繕用資料作成 １ ○ ○ ○ ○   ○  ○ ○   ○  

修繕（※2） １ ○ ○ ○ ○   ○  ○ ○   ○  

下水道用地 

管理 
１           ●    

検査補助・

普及 

業務 

水洗便所普及 

促進 
１            ●   

検査補助 

（※3） 
１            ●   

 

 

  



24 

 

 

業 務 

必
要
人
数
䥹
人
䥺 

資 格（※） 

大分類 中分類 

技
術
士
䥹
総
合
技
術
監
理
部
門
䥹
下
水
道
䥺
䥺 

技
術
士
䥹
上
下
水
道
部
門
䥹
下
水
道
䥺
䥺 

下
水
道
管
路
管
理
総
合
技
士 

下
水
道
管
路
管
理
主
任
技
士 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
清
掃
部
門
䥺 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
調
査
部
門
䥺 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
修
繕
・
改
築
部
門
䥺 

下
水
道
管
理
技
術
認
定
䥹
管
路
施
設
䥺 

１
級
土
木
施
工
管
理
技
士 

２
級
土
木
施
工
管
理
技
士 

１
級
又
は
２
級
造
園
施
工
管
理
技
士 

藤
沢
市
下
水
道
条
例
第
１
７
条
に
規
定
す
る
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
の
資
格 

下
水
道
管
路
施
設
に
係
る
業
務
経
験
１
０
年
以
上 

 

住民対応等

業務 

新設用資料 

作成 
１ ○ ○ ○ ○   ○  ○ ○   ○ 

公共ます及び

取付け管新設 
１         ○ ○   ○ 

改築業務 

（ストマネ 

・耐震化） 

機能耐久調査 １ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎  ◎      

改築工事・ 

耐震改築工事 
1 ○ ○       ○     

データベー

ス作成業務 

データベース 

作成 
１ ○ ○ ○     ○ ○     

※ ○：丸印がついている項目のいずれかの資格が必要 

  ◎：丸印がついている項目のいずれかの資格が必要、かつ、酸素欠乏・硫化水素危険作業

主任者技能講習修了証が必要 

●：丸印がついている項目の資格が必要 

※1：圧送管巡視・点検業務、ます・取付け管巡視業務 

※2：本管部分入替業務、マンホール本体修繕業務、ます修繕業務、空洞箇所穴埋め修繕業務、

下水道用地修繕業務 

※3：検査補助業務（排水設備検査補助業務）、検査補助業務（自費施工検査業務補助） 
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３．管理技術者 

管理技術者は、次に示すとおり配置しなければならない。なお、同一人が改築

業務と計画策定業務の管理技術者を兼ねることはできるが、同一業務内で管理技

術者と照査技術者を兼ねることはできない。 

 

業 務 

必
要
人
数
䥹
人
䥺 

資 格（※） 

大分類 中分類 

 

技
術
士
䥹
総
合
技
術
監
理
部
門
䥹
下
水
道
䥺
䥺 

 

技
術
士
䥹
上
下
水
道
部
門
䥹
下
水
道
䥺
䥺 

 
下
水
道
管
路
管
理
総
合
技
士 

 

下
水
道
管
路
管
理
主
任
技
士 

 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
清
掃
部
門
䥺 

 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
調
査
部
門
䥺 

 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
修
繕
・
改
築
部
門
䥺 

 

下
水
道
管
理
技
術
認
定
䥹
管
路
施
設
䥺 

 

改築業務 

（ストマネ・ 

耐震化） 

耐震診断 １ ○ ○       

改築設計・ 

耐震改築設計 
１ ○ ○       

計画策定業務 

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実施方針

（管路施設）の改訂 

１ ○ ○       
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(第三・

四・五期)計画（管路施

設）策定 

修繕・改築選定 

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画（ﾏﾝﾎｰ

ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ）策定 
１ ○ ○       

※ ○：丸印がついている項目のいずれかの資格が必要 

  ◎：丸印がついている項目のいずれかの資格が必要、かつ、酸素欠乏・硫化水素危険作業

主任者技能講習修了証が必要 
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４．照査技術者 

照査技術者は、次に示すとおり配置しなければならない。なお、同一人が改築

業務と計画策定業務の照査技術者を兼ねることはできるが、同一業務内で管理技

術者と照査技術者を兼ねることはできない。 

 

業 務 

必
要
人
数
䥹
人
䥺 

 資 格（※） 

大分類 中分類 

 

技
術
士
䥹
総
合
技
術
監
理
部
門
䥹
下
水
道
䥺
䥺 

 

技
術
士
䥹
上
下
水
道
部
門
䥹
下
水
道
䥺
䥺 

 

下
水
道
管
路
管
理
総
合
技
士 

 
下
水
道
管
路
管
理
主
任
技
士 

 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
清
掃
部
門
䥺 

 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
調
査
部
門
䥺 

 

下
水
道
管
路
管
理
専
門
技
士
䥹
修
繕
・
改
築
部
門
䥺 

 

下
水
道
管
理
技
術
認
定
䥹
管
路
施
設
䥺 

  

シ
ビ
ル
コ
ン
サ
ル
テ
䣵
ン
グ
マ
ネ
䤀
ジ
䣺
䤀 

䥹R
C
C
M

䥺
䥹
下
水
道
䥺 

改築業務 

（ストマネ・ 

耐震化） 

耐震診断 １ ○ ○       ○ 

改築設計・ 

耐震改築設計 
１ ○ ○       ○ 

計画策定業務 

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実施方針

（管路施設）の改訂 

１ ○ ○        
ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(第三・

四・五期)計画（管路施

設）策定 

修繕・改築選定 

ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画（ﾏﾝﾎｰ

ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ）策定 
１ ○ ○        

※ ○：丸印がついている項目のいずれかの資格が必要 
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（別紙10）圧送管 巡視・点検業務報告書記載要領 

 

１ 一般事項 

（１）圧送管 巡視・点検業務報告書は、本要領に従い作成すること。 

（２）様式は、Ａ４判縦書きとし、図面は、縮尺、寸法を明記し、製本するこ

と。 

（３）表紙には、実施年度、業務件名、業務場所、業務期間、委託者名、受託

者名等を記入すること。また、背表紙には、実施年度、業務件名、業務場

所、受託者名等を記入すること。 

（４）巡視箇所図、点検箇所図及び異常箇所図は、シェイプファイル形式を併

せて作成すること。 

 

２ 記載事項 

圧送管 巡視・点検業務報告書は、次の事項について、内容を明記すること。 

（１）巡視 

ア 巡視目的 

イ 巡視概要 

ウ 案内図 

エ 巡視箇所図 

オ 異常箇所概要及び異常箇所図 

カ 巡視集計表（使用する様式は、委託者との協議により決定する。） 

キ 巡視記録表（使用する様式は、委託者との協議により決定する。） 

ク 考察 

ケ 巡視記録写真（別途「写真帳」としてとりまとめる。） 

（２）点検 

ア 点検目的 

イ 点検概要 

ウ 案内図 

エ 点検箇所図 

オ 異常箇所概要及び異常箇所図 

カ 点検集計表（使用する様式は、委託者との協議により決定する。） 

キ 点検記録表（使用する様式は、委託者との協議により決定する。） 

ク 考察 

ケ 点検記録写真（別途「写真帳」としてとりまとめる。） 
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（別紙11）ます・取付け管 巡視業務報告書記載要領 

 

１ 一般事項 

（１）ます・取付け管 巡視業務報告書は、本要領に従い作成すること。 

（２）様式は、Ａ４判縦書きとし、図面は、縮尺、寸法を明記し、製本するこ

と。 

（３）表紙には、実施年度、業務件名、業務場所、業務期間、委託者名、受託

者名等を記入すること。また、背表紙には、実施年度、業務件名、業務場

所、受託者名等を記入すること。 

（４）巡視箇所図、異常箇所図は、シェイプファイル形式を併せて作成するこ

と。 

（５）巡視集計表には、計画的業務の調査が実施できなかった理由を記入する

こと。 

（例）土地所有者等の不在、ますの埋没、ます蓋の開閉不可（老朽化）、

ます蓋開閉不可（蓋の上に構造物あり）等 

 

２ 記載事項 

ます・取付け管 巡視業務報告書は、次の事項について、内容を明記すること。 

（１）巡視 

ア 巡視目的 

イ 巡視概要 

ウ 案内図 

エ 巡視箇所図 

オ 異常箇所概要及び異常箇所図 

カ 巡視集計表（使用する様式は、委託者との協議により決定する。） 

キ 巡視記録表（使用する様式は、委託者との協議により決定する。） 

ク 考察 

ケ 巡視記録写真（別途「写真帳」としてとりまとめる。） 
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（別紙12）管路内調査報告書記載要領 

 

１．一般事項 

（１）調査業務報告書は、本要領に従い作成すること。 

（２）様式等は、添付している表（表－１～表－13）とし、図面は、縮尺、

寸法を明記し作成すること。 

（３）表紙には、調査年度、調査件名、調査場所、調査期間、委託者名、受

託者名等を記入すること。また、背表紙にも調査年度、調査件名、調査

場所、受託者名等を記入すること。 

（４）調査結果の判定基準については、「藤沢市下水道ストックマネジメン

ト実施方針」によるものとし、表－２、３、７、８、９及び10に基づく

こと。また調査及び診断結果については、原則として表－４、５、６、

７、９、11及び12に記載すること。 

 

２．記載事項 

報告書は、次の事項について、内容を明記すること。 

（１）テレビカメラ調査 

ア 調査目的 

イ 調査概要 

ウ 案内図 

エ 調査箇所図 

オ 調査総括表（表－４参照） 

カ 調査集計表（表－５参照） 

キ 調査記録表（表－１・表－６参照） 

ク 考 察 

ケ 調査記録写真 

（２）本管潜行目視調査 

テレビカメラ調査項目に準ずる。 

（３）マンホール目視調査 

テレビカメラ調査項目に準ずる。 

調査記録表（表－７・表－９参照） 

（４）取付け管調査（ますを含む） 

テレビカメラ調査項目に準ずる。 

調査記録表（表－11・表－12参照） 

（５）異常箇所図（本管、人孔、取付け管、ます） 

異常内容、緊急度判定結果等を示すこと。 

(６)「酸素及び硫化水素濃度等測定記録表」については、表－13を参考とす

ること。 
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表－１ 調査記録及び調査集計表記入表示（凡例） 

管 路 施 設 種    別 記    号 

本管・取付け管 

陶 管 ＣＰ 

鉄 筋コンクリート管 ＨＰ 

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 ＶＵ 

汚 水 ま す 宅地等排水用汚水ます  ● 

雨 水 ま す 
道 路排水用雨水ます □ 

宅地等排水用雨水ます  ○ 

取 付 け 管 

取 付 け 管  

取付け管（人孔直取付け）  

取 付け管（閉塞等）      × 
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（別紙13）データの保護及び秘密の保持等に関する仕様書 

改定2024/12/24（業務委託） 

 

（趣旨） 

第１条 この仕様書は、藤沢市（以下「委託者」という。）と事業者（以下「受託者」

という。）が締結する契約（以下「本契約」という。）において、本契約に係るデー

タの取扱い及び受託業務を通じて知り得た秘密等の取扱いについて、委託者と受託者

の履行すべき責務を定めることを目的とする。 

２ この仕様書におけるデータとは、委託者からの提供や本契約を履行する過程におい

て作成等された帳票、電子及び磁気その他の記録媒体に記録された情報、並びにＬＧ

ＷＡＮ-ＡＳＰやインターネット環境で利用するシステム、サービス（以下「外部サ

ービス」という。）内に記録された情報をいう。なお、データに個人情報を含む場合

の個人情報とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法

律」という。）第２条に定められた個人に関する情報をいう。 

３ この仕様書は、本契約に基づき再委託を受けた者（再委託先が委託先の子会社（会

社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社）である場合

や受託者から再委託以降の全ての段階の委託業務を受託する事業者を含む。）につい

ても適用する。 

４ 受託者は、本契約及び本仕様書に基づく安全管理措置等について、契約締結時及び

委託者の求めに応じて、様式第１号「安全管理措置等について」を提出しなければな

らない。 

（法律等の遵守） 

第２条 受託者は、法律及び藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例

（令和４年藤沢市条例第１７号）の本旨に従い、本契約を履行しなければならない。 

（必要事項の届出） 

第３条 受託者は、本契約において個人情報を扱う場合、個人情報取扱責任者及び個人

情報取扱担当者（以下「責任者等」という。）を定め、個人情報の管理体制及び個人

情報を取り扱う業務の実施体制並びに個人情報管理の状況についての検査体制等、委

託者が必要と認める事項を、業務の着手日までに書面により委託者に通知するものと

する。 

２ 委託者は、業務の執行上、責任者等が不適当であると認めるときは、その理由を明

示して受託者に責任者等の変更を求めることができる。 

３ 受託者は、業務の途中で責任者等を変更した場合は、速やかに書面により委託者に

通知するものとする。 

（秘密の保持） 

第４条 受託者は、本契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本

契約期間満了後、本契約の解除後及び職を退いた場合においても同様とする。 

２ 受託者は、本契約に係る業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者

（以下「派遣労働者等」という。）に行わせる場合は、派遣労働者等に本契約に基づ

く一切の義務を遵守させなければならない。 
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３ 受託者は、委託者に対して、派遣労働者等を含む労働者の全ての行為及びその結果

について責任を負うものとする。 

（指示目的外使用及び第三者への提供の禁止） 

第５条 受託者は、データを委託者が指示する目的以外に使用してはならない。また、

第三者に提供してはならない。 

（複製等の制限） 

第６条 受託者は、委託者の承認を得ずして、データを用紙、記録媒体、外部サービス

に複写し、又は複製してはならない。 

（データの受領） 

第７条 受託者は、業務の履行上、委託者からデータの提供がある場合は、様式第２号

「データ受領証兼複製申請書」を委託者に提出しなければならない。 

（データの持出し） 

第８条 受託者は、業務上、やむを得ず委託者の環境からデータを持出す場合は、様式

第３号「データ借用申請書」を提出し、委託者の許可を受けなければならない。 

 （パソコン及びモバイル端末並びにデータの持込み） 

第９条 受託者は、委託者の環境にパソコン及びモバイル端末（以下「パソコン等」と

いう。）並びにデータを持込み、作業を行う場合は、様式第４号「パソコン等及びデ

ータ持込み申請書」を提出し、委託者の許可を受けなければならない。 

（安全管理義務） 

第１０条 受託者は、データの取扱いについて、従業者及び作業場所を特定し、データ

の無断持出しの禁止を徹底させなければならない。業務上、やむを得ず持出す場合に

は、パスワード等による暗号化の措置を行い、委託者の承認を得たうえで、様式第８

号「データ持出管理簿」に記録し、本契約終了時及び委託者の求めに応じて委託者に

提出すること。また、紛失、損傷、焼失等の事故が生じないように安全かつ適切な管

理体制を整備しなければならない。 

２ 第９条に規定する持込み、及び成果物等を記録媒体等で委託者に提出する場合には、

最新のパターンファイルが適用されたウイルス対策ソフト等により、記録媒体等にコ

ンピュータウイルス等の不正なプログラムが書込まれていないことを確認し、様式第

５号「ウイルス検査済証明書」を提出しなければならない。 

（データの返却・消去） 

第１１条 受託者は、委託者から提供を受けたデータの利用が完了した場合は、速やか

に委託者に返却しなければならない。なお、返却する記録媒体等がない場合は、様式

第６号「データ消去証明書」を提出しなければならない。 

２ 受託者のパソコン等に、データを複製又は保存した場合は、業務上の利用が完了後、

原則として、速やかに全ての記録を復元不可能な状態に消去しなければならない。ま

た、データを消去した日から１４日以内に、様式第６号「データ消去証明書」を提出

しなければならない。 

３ 受託者は、業務の履行に当たり外部サービスを利用した場合は、外部サービス内に

保存されたデータについて、業務上の利用が完了後、委託者の求めに応じ汎用性のあ

るデータ形式に変換して提供するとともに、外部サービス内で復元できないよう消去
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しなければならない。また、消去作業を完了した日から１４日以内に、様式第６号

「データ消去証明書」を提出しなければならない。 

（記録媒体等の廃棄） 

第１２条 受託者は、本契約の履行上、委託者から廃棄指示がある場合の記録媒体等に

あっては、確実に物理的に破壊し、又は全ての記録を復元不可能な状態に消去した後

に廃棄し、様式第７号「廃棄証明書」を提出しなければならない。 

（外部サービスの利用） 

第１３条 受託者は、仕様書に定めがある場合を除き、他の事業者が提供する外部サー

ビスの利用を希望する場合は、利用するサービスのセキュリティ要件及び取り扱う情

報を委託者に対し明確化するとともに、利用可否及び利用条件について委託者の指示

に従うこと。 

（監督及び監査） 

第１４条 委託者は、本契約の履行すべき責務に関し必要があるときは、受託者に対し

て報告を求め、監査を行い、又は監査に立会うことができるものとし、受託者はこれ

に協力しなければならない。 

（検査） 

第１５条 委託者は、本契約において個人情報を扱う場合、個人情報の取扱いについて、

受託者の作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも

１回以上の検査を行うものとする。検査の方法は、原則として実地検査によるものと

するが、取り扱う個人情報の秘匿性やその量等を考慮し、受託者と協議の上、委託者

が決定する。 

（従業者に対する教育の実施） 

第１６条 受託者は、その従業者等に対して、データの保護及び秘密の保持等に関し履

行すべき責務について充分な教育を行わなければならない。また、委託者から教育状

況の報告を求められた場合には、実施状況等を書面により委託者に提出しなければな

らない。 

（事故発生の報告義務） 

第１７条 受託者は、本契約及び本仕様書に基づく安全管理措置等が履行できない場合

及び情報漏えい等の事故が発生し、若しくは事故の発生が予想されるときは、直ちに

その旨を委託者に通知し、委託者の指示を受けるとともに、遅滞なく事故等の状況を

書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 委託者は、本契約に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じ

て当該事故に関する情報を公表することができる。 

（契約の解除） 

第１８条 委託者は、受託者が本仕様書の規定について不履行、又は履行されない恐れ

があると認めたときは、本契約を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合においても、委

託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第１９条 受託者は、本契約の履行に当たり、本仕様書に違反した場合、故意又は過失
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を問わず、その賠償の責に任ずるものとする。 

（その他） 

第２０条 本仕様書に定める各様式を、藤沢市公式ホームページにて公開するものとす

る。 

 

（以下余白） 


